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な る ほ ど 兵 庫
遮
断
機
も
警
報
機
も
な
い
踏
切

踏
切
の
種
類

　

鉄
道
と
道
路
が
交
差
す
る
踏
切
は
、
第
１
種
か
ら
第
４

種
の
４
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
第
１
種
踏
切
は
自
動
踏
切

遮
断
機
が
設
置
さ
れ
た
踏
切
で
、
私
た
ち
が
目
に
す
る
機

会
が
最
も
多
い
踏
切
で
あ
る
。
第
２
種
踏
切
は
踏
切
安
全

係
を
配
置
し
て
遮
断
機
の
開
閉
を
行
う
踏
切
で
、
今
は
存

在
し
な
い
。
第
３
種
踏
切
は
踏
切
警
報
機
を
設
置
し
て
い

る
踏
切
で
あ
る
。
第
４
種
踏
切
は
遮
断
機
も
警
報
機
も
な

い
踏
切
で
、
現
在
の
基
準
に
は
適
合
せ
ず
新
設
で
き
な
い
。

　

現
在
の
基
準
で
は
鉄
道
と
道
路
は
立
体
交
差
さ
せ
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
お
り
、
例
外
的
に
踏
切
を
設
け
る
場
合

は
遮
断
機
ま
た
は
警
報
機
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。

減
少
が
続
く
第
４
種
踏
切

　

現
存
す
る
第
４
種
踏
切
は
こ
の
よ
う
な
基
準
が
定
め
ら

れ
る
前
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
改
造
等
の
工
事
が
完
了
す

る
ま
で
の
間
、
過
渡
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
踏
切
で
あ
る
。

　

国
は
第
４
種
踏
切
を
削
減
す
る
方
針
で
あ
り
、
２
０ 

１
９
年
度
末
に
は
全
国
で
２
６
０
３
カ
所
（
全
踏
切

の
７
・
９
％
）
と
、
15
年
前
（
04
年
度
末
）
と
比
べ
て

１
４
４
４
カ
所
減
少
し
た
〔
図
表
１
〕。
削
減
手
法
と
し

て
は
①
迂
回
路
を
確
保
す
る
な
ど
に
よ
る
廃
止
、
②
第
１

種
踏
切
へ
の
改
良
、
③
廃
線
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

第
４
種
踏
切
で
は
踏
切
事
故
が
多
い

　

国
が
第
４
種
踏
切
の
削
減
を
進
め
る
最
大
の
理
由
は
安

全
性
の
確
保
で
あ
る
。
２
０
１
９
年
の
踏
切
事
故
を
み
る

と
、
第
４
種
踏
切
で
は
27
件
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
は

踏
切
１
０
０
カ
所
当
た
り
に
換
算
し
て
１
・
02
件
と
な
り
、

第
１
種
踏
切
０
・
59
件
の
１
・
７
倍
、
第
３
種
踏
切
０
・
86

件
の
１
・
２
倍
と
多
い
〔
図
表
２
〕。
ま
た
、
17
年
と
18
年

も
同
様
に
他
の
２
種
類
の
踏
切
よ
り
換
算
し
た
事
故
件
数

が
多
く
、
死
亡
事
故
も
発
生
し
て
い
る
。

兵
庫
県
内
に
あ
る
第
４
種
踏
切

　

２
０
１
９
年
度
末
現
在
、
兵
庫
県
内
に
残
る
第
４
種
踏

切
は
53
カ
所
と
全
国
中
位
（
21
位
）
で
あ
る
〔
図
表
３
〕。

し
か
し
、
近
隣
の
大
阪
府
と
奈
良
県
の
１
カ
所
、
和
歌
山

県
の
13
カ
所
と
比
べ
て
残
存
数
が
多
い
。
県
内
で
第
４
種

踏
切
が
あ
る
路
線
は
、
神
戸
電
鉄
、
Ｊ
Ｒ
赤
穂
線
、
Ｊ
Ｒ

姫
新
線
な
ど
で
あ
る
〔
図
表
４
〕。
い
ず
れ
も
列
車
本
数

が
少
な
い
単
線
区
間
に
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

削
減
に
は
自
治
体
、
住
民
等
の
協
力
が
必
要

　

第
４
種
踏
切
の
中
に
は
農
耕
車
の
通
行
や
生
活
道
路
と

し
て
利
用
し
て
い
る
た
め
、
廃
止
に
つ
い
て
住
民
の
理
解

が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
第
１
種

化
に
は
費
用
が
か
か
る
こ
と
も
あ
り
、
乗
客
が
減
っ
て
い

る
地
方
の
鉄
道
事
業
者
に
は
負
担
が
大
き
い
。

　

鉄
道
事
業
者
単
独
で
事
を
進
め
る
の
は
難
し
い
た
め
、

市
町
の
担
当
者
、
周
辺
住
民
等
の
関
係
者
を
交
え
て
協
議

す
る
場
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
加
え
て
、
国
が

進
め
る
踏
切
保
安
設
備
整
備
事
業
の
補
助
制
度
等
を
活
用

す
る
こ
と
で
費
用
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
ひ
と
つ
で
も
多

く
の
第
４
種
踏
切
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
主
任
研
究
員　

浅
野　

学
）

〔図表１〕 第４種踏切数の推移（各年度末の件数）

〔図表２〕踏切種類別の事故件数等の状況（2019年）

〔図表３〕都道府県別の第４種踏切数（2019年度末）　　（カ所）

〔図表４〕第４種踏切がある兵庫県内を走る路線　　（カ所、％）

※踏切数は2018年度末の件数資料：国土交通省「鉄道統計年報」（2020年度）より作成
※兵庫県内を走る路線を挙げており、県外の踏切も含む

資料：〔図表１〕〔図表２〕〔図表３〕のいずれも総務省行政評価局「第4種
踏切道の安全確保に関する実態調査」より作成
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第４種踏切数
踏切全体に占める第４種踏切の割合

（件） （％）

（年度）

踏切数 構成比 事故発生
件数

100カ所当たりの事故件数
（件）

（カ所） （％） （件） 2019年 2018年 2017年
第１種 29,748 89.9 175 0.59 0.69 0.69
第２種 － － － － － －
第３種 698 2.1 6 0.86 0.69 0.54
第４種 2,652 8.0 27 1.02 1.28 0.93
合計 33,098 100.0 208 0.63 0.74 0.71

順位 県名 件数 順位 県名 件数
1 山口県 162 21 兵庫県 53
2 長野県 121 … … …
3 北海道 117 33 滋賀県 35
4 岐阜県 114 … … …
5 広島県 100 41 京都府 21
6 福島県 99 43 和歌山県 13
7 埼玉県 97 45 大阪府 1
8 千葉県 92 45 奈良県 1
9 茨城県 91 … … …
10 岡山県 85 全国計 2,603

踏切総数 第４種踏切 第４種の割合
神 戸 電 鉄 165 36 21.8
JR　赤 穂 線 100 21 21.0
JR　山 陽 線 855 64 7.5
JR　姫 新 線 279 19 6.8
JR　山 陰 線 757 45 5.9
JR　播 但 線 101 5 5.0
JR　福知山線 161 2 1.2


